
－223－ 

平成２１年第４回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第６号） 

 

                            平成２１年６月１２日（金曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 

    ２０番 平山啓子議員 

      １．雇用対策について 

      ２．がん対策について 

      ３．県財政健全化について 

    １５番 人見菊一議員 

      １．板室温泉地区の整備について 

      ２．水道料金の統一について 

      ３．防災対策について 

日程第 ２ 議案の各常任委員会付託について 

日程第 ３ 請願・陳情等の関係常任委員会付託について 



－224－ 

出席議員（３０名） 

１番 櫻 田 貴 久 君 
 

２番 鈴 木 伸 彦 君 

３番 松 田 寛 人 君 
 

４番 大 野 恭 男 君 

５番 平  山    武 君 
 

６番 伊 藤 豊 美 君 

７番 磯  飛    清 君  ８番 岡 本 真 芳 君 

９番 鈴  木    紀 君 
 

１０番 髙 久 好 一 君 

１１番 眞 壁 俊 郎 君 
 

１２番 岡 部 瑞 穂 君 

１３番 齋  藤  寿  一 君 
 

１４番 中  村  芳  隆 君 

１５番 人  見  菊  一 君 
 

１６番 早 乙 女  順  子 君 

１７番 植  木  弘  行 君 
 

１８番 平  山    英 君 

１９番 関 谷 暢 之 君 
 

２０番 平 山 啓 子 君 

２１番 木  下  幸  英 君 
 

２２番 君 島 一 郎 君 

２３番 室 井 俊 吾 君  ２４番 山  本  は る ひ 君 

２５番 東  泉  富 士 夫 君 
 

２６番 相 馬 義 一 君 

２７番 吉 成 伸 一 君 
 

２８番 玉  野    宏 君 

２９番 菊 地 弘 明 君 
 

３０番 若 松 東 征 君 

 

欠席議員（なし） 

 

説明のために出席した者の職氏名 

市 長 栗  川     仁  君 副 市 長 折  井  正  幸  君 

副 市 長 君  島     寛  君 教 育 長 井  上  敏  和  君 

企 画 部 長 高  藤  昭  夫  君 企画情報課長 室  井  忠  雄  君 

総 務 部 長 増  田     徹  君 総 務 課 長 金  丸  俊  彦  君 

財 政 課 長 山  﨑     稔  君 生活環境部長 松  下     昇  君 

環境管理課長 齋  藤  正  夫  君 保健福祉部長 平  山  照  夫  君 

福祉事務所長 荒  川     正  君 社会福祉課長 成  瀬     充  君 

産業観光部長 三  森  忠  一  君 農務畜産課長 古  内     貢  君 

建 設 部 長 田  代  哲  夫  君 都市計画課長 山  口  和  雄  君 

上下水道部長 江  連     彰  君 水道管理課長 菊  地  一  男  君 

教 育 部 長 松  本  睦  男  君 教育総務課長 松  本     譲  君 



－225－ 

会計管理者 楡  木  保  雄  君 

選管・監査・ 
固定資産評価 
・公平委員会 
事 務 局 長 

二 ノ 宮  栄  治  君 

農業委員会 
事 務 局 長 

人  見     順  君 
西 那 須 野 
支 所 長 

鈴  木  健  司  君 

塩原支所長 印  南     叶  君   

 

本会議に出席した事務局職員 

議会事務局長 織  田  哲  徳   議 事 課 長 斎  藤  兼  次   

議事調査係長 稲  見  一  美   議事調査係 小  平  裕  二   

議事調査係 福  田  博  昭   議事調査係 佐  藤  吉  将   

 



－226－ 

開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（平山 英君） 散会前に引き続き本日の会

議を開きます。 

  ただいまの出席議員は30名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（平山 英君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（平山 英君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 平 山 啓 子 君 

○議長（平山 英君） 初めに、20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） おはようございます。 

  議席20番、公明クラブ、平山啓子でございます。 

  一般質問最終日になりました。一生懸命頑張り

ますので、よろしくお願いいたします。 

  きょうは、３項目ほど質問をさせていただきま

す。 

  まず、１項目め、雇用対策についてお伺いいた

します。 

  現在、政府・与党は、75兆円の景気対策を行っ

ておりますが、現下の不況を克服するため新たな

対策が講じられました。世界的な不況で輸出が伸

び悩む中、内需の拡大は、日本経済、地域経済に

とって急務の課題であります。急速な少子高齢化

と人口減少という問題にも直面する中、内需の拡

大を進めるためには、高齢者の雇用を確保し、潜

在的な消費需要を高めていくことが必然的に求め

られております。 

  高齢者雇用安定法の改正で、近年、高齢者雇用

は着実な前進を見せてきました。しかし、昨秋か

らの景気悪化で、高齢者の雇用、また若者の雇用

も、今また厳しい状況に直面しております。今後

も、人口減少が見込まれる以上、将来的な展望も

踏まえた着実な対策を進めなければなりません。 

  既に実施されている一連の経済対策では、高齢

者などの雇用安定のため、緊急雇用創出事業とし

て自治体が企業やシルバー人材センターに事業を

委託し、一時的に雇用を創出しております。 

  本市におきましても、雇用情勢の悪化に伴い、

離職を余儀なくされた非正規労働者や中・高年齢

者等の一時的な雇用、就業機会の創出を図るため

の緊急雇用創出事業及び地域の求職者等への継続

的・安定的な雇用、就業機会をつくり出すふるさ

と雇用再生特別事業が実施されているところです。 

  そこで、⑴緊急雇用創出事業の進捗状況と今後

の取り組みをお伺いいたします。 

  ⑵ふるさと雇用再生特別事業の検討についてお

伺いいたします。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君の質問に

対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 平山啓子議員の市政一般質

問にお答えをいたします。 

  １の雇用対策についてでございますけれども、

２点ございますので、その段についてお答えをい

たします。 

  ⑴の緊急雇用創出事業の進捗状況と今後の取り
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組みについてお答えをいたします。 

  平成20年度におきましては、本年２月から２カ

月間、事業期間としまして、清掃センター誘導収

集事業、都市公園美化事業など６事業を実施いた

しまして、雇用人数は14名でした。 

  今年度におきましては、ごみステーション等監

視事業、保育園等生ごみ回収事業など10事業で69

人の雇用を計画し、５月末までに７事業で58人の

雇用を行いました。残る事業につきましても、今

月中に事業を開始し、雇用を行う予定であります。 

  今後の取り組みにつきましては、緊急雇用対策

を盛り込んだ国の補正予算が成立をいたしました

ので、これに基づきまして、これから本市といた

しましても雇用創出に向けて積極的に事業実施に

取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、⑵のふるさと雇用再生特別事業の検討に

ついてお答えをいたします。 

  この事業につきましては、既に雇用環境の悪化

により離職をした外国人の生活支援のための相談、

再就職セミナーの開催及び通訳等の支援を目的と

した外国人地域支援センターの開設に向けて取り

組みを進めておるところでございます。 

  その後、県より追加募集があり、空き店舗を活

用した地元産業の活性化事業及び文化財関連事業

の２事業について応募をしたところでございます。 

  今後も、追加募集があれば積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） それでは、順次再質問さ

せていただきます。 

  １番目、⑴の緊急雇用創出事業の件なんですけ

れども、先ほど一番最初に、２月の緊急雇用とし

て６事業14名の採用というふうに聞きました。前

回の年度内の３月までの短期間の臨時職員の募集

では、採用枠の１割に満たない自治体があったと

いうふうに聞いておりますけれども、本市におい

てはその採用人数は、このときはきちんと確保さ

れたのでしょうか。 

  また、短期間で緊急ではあったと思いますけれ

ども、伝達周知はどのようになされたのでしょう

か。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） ただいまのご質問

にお答えいたします。 

  一昨日、関谷議員にもお答えしましたように、

この現下の経済状況をかんがみまして、市として

も緊急雇用という中で、昨年暮れから経済対策の

打ち合わせ等を行ってきたところでございます。

そういった中で、２月に６事業ほどまとまりまし

て、それを実施してきたということでございます。 

  事業費におきましては192万円ほどでございま

すが、雇用につきましては、こういった暮れから

の対策、庁内での検討を行いまして事業を実施し

てきたということでございますので、それなりの

効果はあった、雇用を図れたという認識をしてお

ります。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） はい、ありがとうござい

ます。 

  よその自治体では、かなり採用人数に満たなか

ったということで、緊急の雇用の創出にはならな

かったということで、短い雇用期間ということも

ありまして、また希望しない職種であったという

ミスマッチからそういう現象が起きたのかなとい

うようなことも報道されていましたけれども、本

市におきましては十分雇用が満たされたんだなと

いうふうに今の回答で受けとめました。 

  また、今回の10事業なんですけれども、原則、
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半年間未満ということで、４月１日から９月30日

までの69名で７事業が出発して、今３事業という

ことなんですけれども、この３事業がこれからや

るんでしょうけれども、待っている間は働く方は、

何か年金というか失業保険でもいただきながら待

っている状態なんでしょうか。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 市で緊急雇用創出

事業を行うに当たりましては、ハローワークのほ

うに当然求人を申し込みをしまして採用するとい

う形になりますので、失業保険を受けて待ってい

るかどうかというのは、私のほうではちょっと把

握しておりません。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） はい、わかりました。 

  この69名は、全部確保ができたのでしょうか。

また、募集が多い事業、とにかく10事業の中で人

気がある事業というか、募集が一番また多い事業

は何だったんでしょうか。また、逆に少ない事業、

あと、年代層なんかも、もしわかりましたらお願

いいたします。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 今回取り組みまし

た10事業の中でまだ募集をしていないといいます

か、採用していない事業につきましては３事業ほ

どございまして、１つには、地図情報システムの

情報入力事業、さらに新規寄贈資料整理登録事業、

もう１件が工業団地ガイドブック作成という関係

の事業でございまして、これらの事業については

まだこれからハローワーク等、案なり、現在もう

既に雇用が内定している方もいるかと思いますが、

そういった形で進められているところでございま

す。 

  10事業の中で一番人数の多く雇用した事業とい

いますのは、ごみステーション監視事業の中で50

名の採用という形になっております。少ないほう

でいきますと、希少な動植物の実態調査のデータ

ベース化事業というのは、これは雇用人員が１名

ということで少ないほうの事業でございます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） そうすると、これからの

３事業に関しては、まだ人員が確保されていない

ということなんですけれども、ハローワークが窓

口になっているらしいんですけれども、これを、

もっと働きたい方がいらっしゃると思うんですけ

れども、こういうことをハローワークでやってい

ることも知らない方もいらっしゃるんじゃないか

と思いますけれども、この周知方法ですね、伝達

方法というか、これなんかはもうちょっと何とか

広げられないかと思うんですけれども、この点は

どうでしょうか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） この事業そのもの

が短期の雇用ということもありまして、離職を余

儀なくされた非正規労働者、中高年の失業者に対

して一時的な雇用の機会、短期でありますけれど

も雇用の機会と就業の機会を与えるということで

ございまして、募集に当たりましては、やはり先

ほど言いましたように、市の事業が決定しまして、

それをハローワークのほうに求人のお願いをしま

して、そういった中で決定していくという形にな

っておりますので、その辺ご理解いただきたいと

思います。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） わかりました。 

  そうすると、今度さらにまた新経済対策では、

この事業を拡大して、県に創設した基金に積み増

しがあったと思われますけれども、この次の分野
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ですか、どのような分野に重点配分するのか。 

  また、配当ですね、雇用人数と予算額は、本市

への配分はどのぐらいあったんでしょうか、お願

いします。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 今回の21年度の補

正予算に伴う緊急雇用創出事業の対応ということ

でございますけれども、国のほうで補正予算が成

立しまして、県のほうから、緊急雇用創出事業の

ほう、募集の通知は来ております。 

  戻りますけれども、この国の事業につきまして

は、3,000億円のお金が利用されておりまして、

雇用人員を30万人を目標とするということでござ

います。この3,000億円が各県に配分され、基金

として積み立てられるわけでございます。 

  具体的に本市の枠とか県に対する配分額という

のはまだ決定しておりませんけれども、この

3,000億が使えるということで、県のほうから応

募の資料が来ておりまして、今回もその対応をす

る形でありますけれども、本日、緊急経済対策本

部の幹事会を午後開催いたしまして、事業の内容、

説明を行いまして、さらに今月中に対策本部会議

を開催いたしまして応募事業の検討等を行い、県

のほうに応募したいという段取りでございます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） きょう、その会議が開か

れるということなんですけれども、やはり働きた

い人はきっともう列をなして、目には見えないで

すけれども、待っていると思うんですね。やはり

そういう中でそういうのが来ましたら、この次の

分野はだれでも、高齢者の雇用の環境整備という

のはすごく大事になってくると思うんですね。や

はりハローワーク一本では、ハローワークへ行っ

て、例えばインターネットとかパソコンとか、そ

ういうのを見られないような環境の離職者の方も

いるんじゃないかと思うんですけれども、また自

分の希望する職種ですか、そういう失職者が本当

に働きやすい工夫がなされているかどうかという

こともよく勘案しながら、次期の雇用の事業なん

かも考えていただきたいと思います。 

  やはり伝達周知というのをもう一歩広げて、先

ほども言ったんですけれども、例えばこの庁舎、

支所の中にお知らせするということは無理なんで

しょうか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） これも一昨日の関

谷議員の質問の中でお答えしたことでございます

けれども、現在、市において各種窓口がございま

す。そういった窓口の中で雇用に関する相談もあ

りますので、そういった中ではいろいろハローワ

ークを紹介するとか、さらに新しく設置されまし

た栃木求職者総合支援センター等への紹介なども

行いながら実施しているところでございます。 

  こういった中で、先ほどとまた同じ答えになり

ますけれども、栃木求職者総合支援センターの巡

回相談が本市にも訪れまして、６人の相談があっ

たということでございます。 

  これからも、県北、那須塩原市に直接来るとい

うことではありませんけれども、矢板市とか大田

原、那須町、近隣も巡回相談の中で行えるという

状況もございますので、そういった相談も利用し

ていただけるような形で周知はしていきたいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） では、次の⑵番のふるさ

と雇用再生事業のほうに入っていきます。 

  今回、これは求職者等の継続的、安定的な雇用、

就業機会を創出するための３カ年の一つの事業な
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んですけれども、今回は外国人の生活支援、やむ

なく離職された外国人のための地域支援センター

の設置ということで、６月17日にオープンされる

というふうに聞いております。 

  これは一応、原則として１年間の雇用というふ

うにあるんですけれども、この場合の３年間とい

うのは、同じ方がずっと３年間そこに働けるとい

うふうにとらえていいんでしょうか。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 外国人地域支援センタ

ーの雇用の関係についてお答えをしたいと思いま

す。 

  基本的に事業そのものは、３年間ということで

継続してやってまいります。ただ、契約は１年ご

とに更新をすると、こういうやり方で進めていき

たいと思っております。 

  雇用、働いていただく方、これは国際交流協会

のほうに委託事業でやるわけですけれども、これ

につきましても契約は同じようなスタイルで、事

業期間としては３年なんですが、１年ごとに契約

を更新して３年間と、基本的に。そのように運用

していくと、こういうことであります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） 外国人支援センターの中

の主な業務なんですけれども、これをちょっと簡

単に説明していただけないでしょうか。 

  例えば、外国人向けのセミナーの開催とか日本

語講座、その期間とか、そのようなことがちょっ

とお知らせがあったんですけれども、あと市役所

窓口での通訳とか書いてございますけれども、こ

の辺を簡単にお知らせお願いします。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 支援センターでの業務

の内容なんですけれども、概略的には今議員のほ

うでお話しされた内容なんですけれども、若干細

かく申し上げますけれども、６月17日にオープン

を予定をしております。体制的には、所長１名、

それからアドバイザーということで２名の方を雇

用すると、こういう形態であります。所長につき

ましては日本人といいますか、いろいろ事務の関

係等々もございますので、あとアドバイザーにつ

きましては、ブラジル人の方にお二人お願いする

ことになってございます。 

  センターそのものは、土日、祝日、年末年始、

市役所と同じようなことになりますけれども、こ

れを除く平日の中で午前９時から午後４時までと、

このように考えてございます。 

  主な業務ですけれども、この事業の趣旨そのも

のが就職支援というのがメーンになるわけなんで

すけれども、そういう中でも主にブラジル系の方

等が多いと。こういうことで、その外国人の方々

の生活相談といいますか、これをやっていきます。 

  加えまして、当然のことながら就職と、これに

向けた相談、それからセミナーということで、週

の中で、相談業務は当然ながら毎日窓口は開きま

すのでやってまいりますけれども、そのほかに週

に３日間ぐらいセミナーを開催をしていきたいと

考えております。 

  内容的には、セミナーそのものは就職に向けた

といいますか、それを目標にした日本語の講座と

か面接の実技講座とか、そういったものをやって

まいりたいと、このように考えております。 

  それから、いろいろ就職支援、資料的なものと

いいますか、いろいろ就職するには書類等もあり

ますので、こういったもののお手伝いをしていく

とか、それから先ほど通訳という話がありました

ですけれども、必要があったところへ、例えばそ

ういうことが多分に想定される市役所の窓口でそ

ういう通訳が必要だというときには駆けつけると
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か、学校等においても外国人のお子さんも多いよ

うでございますので、そういうところで要請があ

れば出かけていくと、こういう形で進めてまいり

たいと、このように考えております。 

  なお、ちょっと申し添えますけれども、お二人

のアドバイザーの方につきましては、日本語もあ

る程度といいますか、日本語２級とか３級とか、

日本語もしゃべれる方で、そのほかに当然のこと

ながらポルトガル語、英語、スペイン語も若干と、

こういう方たちを予定しているところであります。

予定しているといいますか、決定しております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） はい、ありがとうござい

ます。 

  これ、就職をするための一つのそこでお勉強と

いうか、いろいろな作法を身につけるということ

で、日本語講座も入っていたと思うんですけれど

も、この日本語講座としては、まるっきり日本語

が話せないんじゃなくて、ある程度話せて、３カ

月間ぐらいそこで学べば何とか就職に役立つかな

という感じで、一応３カ月とかというふうになっ

ているんじゃないかと思うんですけれども、そこ

ら辺はどうなんでしょう。３カ月間で切られてし

まうというのはあるんでしょうか。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 先ほども申し上げまし

たが、この支援センターでの雇用につきましては、

１年で更新をしていきますけれども、３年間とい

う前提の中で進んでいる事業です。 

  日本語講座なんですけれども、このアドバイザ

ーの方たちだけでその講座を運営していくという

ことではなくて、所長等も含めて、所長はもちろ

ん日本人と先ほど申し上げましたが、チームを組

みながらやっていくようなイメージで進んでいき

たいと、このように考えています。 

  ただ、初めてのことですので、県のほうの国際

交流協会のほうでは既にこういう事業に取り組ん

でおりますので、そちらでも全面的に支援をして

いただけると、こういうことにもなってございま

す。 

  実は、７月に入りまして、７月28日から８月８

日の予定なんですけれども、県の申し上げました

国際交流協会と私どものセンターが共催というよ

うな形になりますけれども、そこで、10日間なん

ですけれども、先ほど申し上げた期間の中の10日

間で日本語講座を実際にそこでやっていくと。そ

ういったもので私どものセンターについても勉強

を一緒にさせていただきながら、予定しているよ

うな事業を円滑に進めていくと、軌道に乗せてい

くと、こんなことで進めてまいりたいと思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） そうして、そこである程

度いろいろな訓練を受けた場合に、就労の場です

ね、そういうところも紹介というか、心配なく就

労の場につけるんでしょうか。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 目的そのものはそうい

うことで事業を進めていくということになります

けれども、実際の雇用そのものは、庁内でいけば

産業観光部のほうとも連携しながら、もちろん対

外的にはハローワークというところが第一義的な

窓口になると思いますけれども、そういったとこ

ろで基本的にはそれぞれの個人の外国人の方がそ

ういうところで職を求めていくと、それに有利に

なるようにと、こういうことで進めると、こうい

う趣旨でありますので、直接センターが就職先を

見つけると、こういうことではありません。 
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○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） 就労の場として、こちら

は塩原、板室という観光地があるわけなんですね。

そういうところの案内役とか、そういう温泉の発

展のために観光客を誘致するための案内役なんか

は、そういうのはハローワークのほうで決めるわ

けですね。こちらからどうですかということはで

きないんですね。 

  あと、もう一つなんですけれども、やはり今犯

罪がどうしても多くなっているので、例えば母国

語を使って犯罪を防ぐための一つのお手伝いとい

うことで警察のほうのお手伝いをするとか、その

ようなことはあっせんというか、こちらからはで

きないんですね。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 今、２点ほどお話があ

ったかと思いますけれども、市内のそういった外

国人の方々を雇用をして自分の営業業務に役立て

ていこうと、こういう方があれば、もちろん直接

の窓口はやらないという話はしましたですけれど

も、もちろんセンターだけが独立してというより

かは、私どものほうの行政等も連携してやってい

きますので、私どものほうとしては産業観光部の

ほうと連携しながら、そういうお話があれば、も

ちろんそういうところがありますよと、こういう

ことでの橋渡し的な程度のものは当然やっていく

ことになるだろうと思っておりますし、ぜひそう

いうふうにしていきたいと、こんなふうに思って

います。 

  それから、犯罪、警察、こういうお話ですけれ

ども、当然こういうセンターができて、こういう

ことをやっていますというＰＲもしていきたいと

思っておりますので、先ほども申し上げましたが、

そういう要請なりがあれば、これは大いにそうい

った方面でもこのセンターを活用していただくと、

こんなふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） ちょっと地道ではありま

すけれども、やはりそういう内需の拡大というか、

観光地に逆にお客様のおもてなしが日本人よりも

上手じゃないかなと思って、内需の拡大にもつな

がるんじゃないかなと思って一つの案として出し

てみました。 

  あと、先ほど市長のほうから、空き店舗を利用

した文化財の何とかと言っていたんで、ちょっと

もう一回教えてください。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） ただいま議員おっ

しゃいましたのは、５月末締め切りのふるさと雇

用の関係で応募した２事業についてのお話でござ

いまして、１つは、黒磯駅前の空き店舗を活用し

まして地場産品の展示、紹介をするアンテナショ

ップを開設する事業ということで、２人ほどの雇

用を予定するという事業でございます。もう一つ

が、文化財案内冊子「那須塩原の文化財」という、

こういった冊子をつくる事業としまして、２人の

雇用をすると。 

  その２つの事業について県のほうに応募したと

いうことでございます。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） ありがとうございました。 

  そのほかに、このふるさとの他の事業の検討と

いうのは、これから、今も空き店舗ということも

ありましたけれども、観光地、温泉の活用という

ことで、観光協会とか商工会と連絡、連携をとり

ながら、そのような事業の創出なんかは考えてお

りますでしょうか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 
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○産業観光部長（三森忠一君） ふるさと雇用再生

特別基金事業につきましては、先ほど外国人の関

係のお話がありましたように、県の募集時に一つ

の募集を外国人の関係でしまして、それが現実的

に今動いているという形でございまして、先ほど

申し上げましたのは、その後追加募集ということ

で、２事業を申し込んだということでございます。 

  今回の募集も含めて県内から出てきますので、

県の基金がどのような状況になるかわかりません。

そういった中では、まだ基金に残があれば、県の

ほうからまた再度、再募集という形で来るかと思

いますけれども、ふるさと雇用についてはそうい

った形で対応していきたいということでございま

して、今回のふるさと雇用再生特別事業につきま

しては、緊急雇用創出というような次の雇用まで

の短期の雇用ではなくて、市が企画した新たな事

業で、建設土木事業でなく、今後の地域の発展が

見込まれる事業が対象ということで、かなり絞ら

れた事業になってきます。 

  さらに、事業の取り組みに当たりましては、後

年度負担ということも考えながら事業に取り組ま

なければならないということでありましたので、

結果として２事業を応募したということでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） なかなかこれは、自治体

が率先してできるという範囲ではないんですね。

やはり県からお知らせを待っていないとできない

事業ということで受けとめました。 

  先ほどの外国人の支援センターにも労働の相談

窓口があるんですけれども、それとあわせて労働

環境の問題、使われるほうと雇う人たちの、これ

も前にもお願いしたんですけれども、労働環境相

談窓口というのも、今回の交付金、基金を活用し

て、そういう窓口も開くということもぜひしてほ

しいと思っているんですけれども、この辺の開設

に向けてのそのようなあれは、何とか開設に向け

ての一つのあれでぜひやっていきたいと思ってい

るんですけれども、この件はどうでしょうか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 先ほど来答弁して

おりますように、雇用の関係につきましては、先

ほど申し上げましたように、栃木求職者総合支援

センターや市の窓口等での対応をしていくという

ことで対応していきますけれども、労働環境の相

談窓口というか、市にそれに特化した窓口という

ものにつきましての設置は当面考えておりません。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） やはり、どこに行ってい

いかわからないという方もたくさんいらっしゃる

んじゃないかなと思って、そういう窓口があれば

本当に安心かなと思って、これも一つ提案してみ

たんですけれども、今のお答えでわかりました。 

  では、次の２のがん対策について入っていきま

す。 

  ２項目めのがん対策についてお伺いいたします。 

  欧米でがんの死亡率が減少している一方で、日

本はがんの対策の後進国であります。今、２人に

１人ががんになり、３人に１人ががんで亡くなる

時代に入ってまいりました。がん死亡率も年々増

加し、世界一のがん大国と言っても過言ではない

と思います。 

  このがん死亡率を何とか減少させたいとの思い

から、がん対策基本法が2006年に制定されました。

2009年度の補正予算の成立を受け、女性特有のが

ん検診推進事業がスタートいたしました。これは、

女性の立場から、また仕事、子育ての中の女性を

脅かす最近特にふえている、特に20歳から30歳代

の若い女性に急増している子宮頸がん、また40歳
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から50歳代の女性に特に多く見られる乳がんにつ

いてお伺いいたします。 

  ⑴本市の検診状況と受診率アップ対策について

お伺いいたします。 

  ⑵検診料自己負担の軽減についてお伺いいたし

ます。 

  ⑶新経済対策に盛り込まれた女性特有のがん対

策についてお伺いいたします。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） がん対策につきま

してお答えをいたします。 

  ただいまの子宮頸がんと乳がんについてという

ことだったんですが、全体的ながんの受診率の関

係にお答えをしていきたいと思います。 

  本市の検診状況と受診率のアップ対策というこ

とでお答えをしますが、平成20年度の受診率であ

りますけれども、胃がん検診が31.7％、肺がん検

診が40.3％、大腸がん検診が39.1％、子宮がん検

診が48.2％、それから30歳代の乳がん検診ですけ

れども28.2％、それから40歳以上の乳がん検診が

53.5％、前立腺がんの検診が49.4％という状況に

なっております。 

  受診率アップ対策につきましては、主に保健セ

ンターを会場に112回の集団検診と医療機関検診

の２つの方法で実施をしております。例年１月に

は、がん検診対象者に申込書の配布、集団検診期

日、会場の設定等、受診しやすい環境づくりや広

報活動により受診率の向上に努めているところで

ございます。 

  ⑵番目の検診料の自己負担の軽減についてお答

えをいたします。 

  がん検診につきましては、現在、検診料の10％

程度、集団検診の場合ですと、100円から500円の

自己負担をいただいております。みずからの健康

はみずから守るということで、10％程度の自己負

担につきましては、今後も現状を維持していきた

いと考えておりますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

  次に、⑶点目の今回の補正予算に盛り込まれま

した女性特有のがん対策についてお答えをいたし

ます。 

  国の平成21年度補正予算に、女性特有のがん検

診に対する支援というのが盛り込まれております。

これは、一定の年齢に達しました女性に対して、

子宮頸がん及び乳がん検診の無料クーポン券を配

布し、検診受診率の向上を図るものでございます。 

  この件につきまして、一昨日、６月10日でござ

いますが、県におきまして説明会が開催をされま

したので、本市におきましてもこれを踏まえて今

後対応をしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） それでは、⑴番から再質

問させていただきます。 

  ただいま検診状況、受診率をお伺いいたしまし

た。ほかの自治体から比べると本市は、乳がんに

おきましても、すばらしい皆さんの努力が実って

いる、すごいなと思いました。 

  県内におきましても、がん対策推進計画という

のができまして、一つのスローガンを掲げて、１

に予防、２に検診、３に治療ということで、現在

20％から30％の低い、これも全国よりは上なんだ

けれども、50％に今、目標を掲げて県も自治体も

取り組んでいるところなんですけれども、やはり

今回の乳がんに関しては、本市においてはあれで

すけれども、30歳代のどうしても受診率が低いん

ですね。このような受診率が低い理由というのは、

どのようなことが考えられるでしょうか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 
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○保健福祉部長（平山照夫君） 私もちょっと定か

ではございませんけれども、年齢が若いというこ

とで、がんに対する意識の問題があるんではない

かなと思っております。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） ありがとうございます。 

  今回のがん検診の推進事業、一定の年齢に達し

た女性に対することなんですけれども、これは全

国で対象となる女性は、子宮頸がんは20歳から40

歳までの５年刻み、乳がんでしたら、40歳から60

歳までの５年刻みということでこの事業が始まる

わけなんですけれども、全国で760万人いると言

われているんですけれども、本市、今これからい

ろいろな策定していく段階だと思うんですけれど

も、本市の対象年齢はおおむね何人ぐらいになる

でしょうか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 国のほうで基準日

をいつにするかがまだ決まっていないんですが、

その基準日が決まりますと、何人というのが確定

はいたしますけれども、現在想定をしております

人数でいきますと、子宮がん検診につきましては

3,867人を、今のところそれぐらいの人数だと思

っております。それから、乳がん検診につきまし

ては、4,192人になるんではないかと思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） 10日に説明会を受けたと

いうふうに今おっしゃられましたけれども、実施

要綱が送付されていると思うんですけれども、こ

の件はどうでしょうか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 交付要綱等が来て

おりますけれども、実施要綱までちょっと、細か

いのまではまだ来ていないということなんですが、

市におきましては、一昨日の説明を受けまして、

今度、検診対象者の調査といいますか、先ほど言

いましたように基準日が決まらないとそれができ

ないんですが、まず何人いるかというのを抽出を

いたしまして、実施計画書等を策定をしていくと

いうことになります。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） 今、おおむねの人数は出

て、これから配布対象者名簿、がん検診の台帳の

作成というふうにこれから急いでつくっていくよ

うになると思うんですけれども、やはり転入・転

出などがこれから考えられますから、今月の末ご

ろが基準日となるんではないかなというふうに一

応思いますけれども、それに沿って今後のスケジ

ュールというか、まずはがん検診の台帳の作成が

急務であると思いますので、ぜひこれも早急に本

当に入れていっていただきたいと思います。 

  また、子宮頸がんの場合は、今の若い女性、特

に今20歳から30歳まででかかる率が多くて、また

今、これが一つにはウイルスが原因とされており

ます。それは、ウイルスですからワクチンで予防

ができるんですけれども、まだまだ日本はおくれ

ていて、先進国100カ国の中でも日本だけが承認

されていないという現状なんですね。また、この

乳がん、子宮がんともに女性のがんの死亡率の

60％を占めているということで、一日も早くそれ

を承認されるということが一生懸命、各地で今そ

ういう動きをしております。 

  また、受診率なんかも乳がん、子宮がんともに、

本市においては乳がんはもう本当にすばらしい受

診率なんですけれども、またこれもさらにはアッ

プするための努力もさることながら、とにかく海

外の先進国に比べて、受診率がもう本当に20％前
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後の低い受診率ということで、本当に今回の無料

クーポン券ですか、これは本当に一つのきっかけ

づくりになって、一日でも早い予防、早期発見に

つながってくるということを期待しているところ

なんです。 

  やはり、若い人がなかなか受ける率が低いとい

うのも、何かどう受けたらいいのかわからないと

いうのが実態ではないかなと思うんですね。受け

方さえうまくすれば、受診率は当然上がってきま

すでしょうし、関心はあるけれども、そのチャン

スがまだない、逃してしまっている。そこで、今

回の無料クーポン券は、本当に大きな一つのチャ

ンスになって励みになってくると思うんです。 

  ですから、すべての女性が本当に健康で生き生

きと暮らしていくためには、健康の不安も解消す

ることがまずは大事であり、社会、地域の活性化

につながってくると思われます。 

  とにかく、命を守るということですから、早期

に実現、実施する方向で、一応実施見込みの予定

というのは立ててあるでしょうか、お伺いいたし

ます。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 先ほどからお話し

しましたように、一昨日、正式な説明会というの

があったものですから、それにのっとって今度ス

ケジュールを立てていくわけですが、予算との兼

ね合いもございますので、内容をちょっと精査し

てみないとわかりませんけれども、当初予算で計

上しておりますこういった子宮がん、あるいは乳

がん検診等の費用がございますので、そういった

ものの中で対応できるかどうか検討させていただ

いて、できればなるべく早く実施をしていくよう

な作業を進めていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） 今回の事業は対象年齢が

限られたということで、やはり集団検診時の受診

年齢がずれている人がいますよね。そのために集

団検診時のその受診者に対しても、自分の健康は

自分で守るのはもちろんなんですけれども、公平

という視点から、今回の拡充された交付税なんか

を活用して、本当にそういう漏れた方の対象年齢

外の人たちの助成はできないものか、お伺いいた

します。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 今の対象に漏れた

といいますのは、いわゆる５歳刻みでやっており

ますので、今回のは。例えば、ことしは20歳、25

歳、30歳等に該当した人は該当するけれども、そ

れ以外の該当しない方に対してどうするかという

ご質問だと思いますけれども、現在までも乳がん

検診、子宮がん検診等は実施はしておりますので、

その辺との兼ね合いもあるかと思いますが、今回

の国における補正予算の関係を今後検討させてい

ただいて、来年度以降の話なると思いますが、そ

の辺の対応をどうするかはちょっと検討させてい

ただきたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） 今回の無料クーポン券の

使用期限は、発送してから６カ月という一応区切

られた予定になっております。平成21年度限りの

措置ではなくて、この事業は５年間の期間がない

とやっぱり無意味でありますし、やはり受診率ア

ップにもつながってこないと思いますね。22年度

以降の財政措置は継続することが確認されている

ので、積極的な取り組みをお願いしたいというこ

とも、一応情報として入っておりますので、ぜひ

とも命を守るという観点から本当に早急な取り組

みをお願いいたしたいと思います。 
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  では、次の３番の健全財政についてお伺いいた

します。 

  ３番に関しましては、過日、相馬議員、関谷議

員、髙久議員さんのほうからご質問がありまして、

執行部の方からご丁寧なご答弁をいただいていま

すので、私のほうは本当にそれでオーケーですの

で、健全財政化を踏まえた市長のほうからも本当

に見直しの判断のときだというご答弁がありまし

て、基本的な考えは６月中にまとめたいというよ

うなお話もありました。 

  また、子育て支援の一環として、子ども医療費

の年齢の拡大とともに、現物給付での拡大も視野

に入れながら前向きに検討していくとのご答弁が

ありましたので、次の⑶の路線バスのほうの補助

金削減についてということで、こちらのほうの質

問をお伺いいたします。 

  これも、やはり今回の補助金の見直しの中に当

然入ってきますし、だんだんに削減されることと

思っております。本市は多額の支出を抱えながら

今運行しているわけなんですけれども、その中で

も微調整をしながら、現時点では路線の拡大とい

うのはとても望めませんけれども、例えばモデル

ケースとして各自治体で今もう盛んに取り組んで

いるところのデマンド式のコミュニティーバスの

運行も、新しい生活交通の手段として一歩踏み出

してみてはどうでしょうか、この点をお伺いいた

します。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  デマンドバスについては、過去にも何度もあち

こちの議員の方々からご提案等も含めましてご質

問をいただいておりますけれども、この点につき

ましては、私ども表明していますように、今年度

抜本的な改革に向けて検討を開始するということ

でありまして、その点につきましては今回、今年

度からデマンドバスにつきましても検討してまい

りたいというふうに考えております。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） ちょっと今、抜かしてし

まったんですけれども、先ほどの、皆さんにご答

弁がありましたと言ってしまいましたけれども、

もしご答弁がありましたらお聞かせ願いたいんで

すけれども、大変失礼いたしました。 

○議長（平山 英君） それでは申し上げます。 

  ３番の県財政健全化についての中を最初からお

願いをしたいなと思います。 

○２０番（平山啓子君） もう一度、３番目の県財

政の健全化についてお伺いいたします。 

  県の財政健全化プログラム試案が発表されまし

た。 

  ⑴補助事業の見直しについて市長の見解をお伺

いいたします。 

  ⑵子どもの医療費の年齢拡大に所得制限が打ち

出されましたが、市長公約にある医療費無料化の

拡大の影響をお伺いいたします。この⑴、⑵につ

きましては、先ほど言ったとおりなんですけれど

も、もしご答弁がありましたらよろしくお願いい

たします。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君に申し上

げます。 

  もう一つ後ろにありましたよね。⑶番も一緒に

お願いを。 

○２０番（平山啓子君） すみません、お手数かけ

て申しわけございません。 

  では、⑶路線バス等への補助金削減について、

本市の今後の取り組みをお伺いいたします。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 
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○企画部長（高藤昭夫君） 県の財政健全化につき

まして３点ほどご質問をいただいておりますので、

ご答弁申し上げます。 

  県の財政健全化プログラム、とちぎ未来開拓の

関係ですけれども、これにつきましては⑴、⑵、

⑶とも、６月９日、市長のほうから、相馬義一議

員の市政一般質問にお答えしたとおりであります

ので、ご了承いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） ありがとうございます。 

  では、⑴、⑵は今のご答弁のとおり承りました。 

  ⑶のほうの路線バスのほうなんですけれども、

補助金も削減も徐々にされてくると思います。市

におきましては、多額の支出を抱えながら現在運

行しているところなんですけれども、その中でも

いろいろな努力をしながら、微調整をしながら、

現時点では路線の拡大は到底望めませんけれども、

例えばモデルケースとしてデマンド式コミュニテ

ィーバスの運行も、新しい生活交通の手段として

一歩踏み出してみてはどうでしょうか。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 現在、ゆ～バスの

運行をさせていただいておりますが、これにつき

ましては５年間をお願いするという形で固めて頼

んでありますので、デマンドバスを新たにすると

いうことになると、また財政的な問題が出てきま

す。当然、５年間の導入に当たっては、その後に

ついては一般質問等でデマンドバス、デマンドタ

クシー、その他いろんなご提案等もいただいてお

りますので、抜本的な見直しをするときに検討さ

せていただくという答弁を過去にもしてまいりま

した。 

  そういうわけで、本年度いち早く、このデマン

ドタクシー等について情報収集ということで、早

く検討に取りかかるということでさせていただき

たいと思っております。 

  すぐに導入という形にはならないと思いますが、

検討テーマの一つとして検討はさせていただくと。

どういう形になるかは、今後の検討の中で整理し

ていきたいと思います。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） ありがとうございます。

一日でも早く、デマンドバスが那須塩原市の中を

動いている姿が本当に目に浮かびます。 

  市政懇談会も徐々に始まってまいります。地域

住民の方々からいろいろな意見がこれから出ると

思いますけれども、あくまでも市民の目線で、市

民との協働で安全で安心なまちづくりを目指して

まいりたいと思います。 

  大変お手数をおかけしまして、ありがとうござ

いました。 

○議長（平山 英君） 以上で、20番、平山啓子君

の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０２分 

 

再開 午前１１時１２分 

 

○議長（平山 英君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 人 見 菊 一 君 

○議長（平山 英君） 次に、15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 皆さん、こんにちは。 

  平成21年第４回那須塩原市議会定例会一般質問
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も最後となり、また私にとって約２年半ぶりの質

問で、大変緊張をいたしております。初心に返っ

たつもりで精いっぱい頑張って質問をしてまいり

たいと存じますので、執行部の皆様方の誠意ある

ご答弁をお願いをいたします。 

  私を含め、きょうまでに14名の議員の一般質問

がございました。各議員とも、市民の意見、要望、

あるいは選挙戦においてお願いされた問題等につ

いて触れておられました。私も、若干その傾向に

ある通告をいたしております。通告に従いまして、

順次質問をしてまいりたいと思います。 

  第１番目に、板室温泉地区の整備について。 

  板室温泉への誘客対策の一環として整備計画が

進んでいると思うが、これらの状況についてお伺

いをいたします。 

  まず、①番といたしまして、黒磯観光協会との

協議はどうなっているのか。 

  ②番といたしまして、板室温泉地区の整備計画

の進捗状況と事業実施について。 

  ③番の木の俣園地整備計画の内容と進捗状況は

どうなっているのかお尋ねをいたします。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君の質問に

対し答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） それでは、１番の

板室温泉地区の整備についての①から③まで順次

お答えいたします。 

  まず初めに、①の黒磯観光協会との協議につい

てお答えいたします。 

  板室地区観光振興事業計画の策定に当たりまし

ては、黒磯観光協会、板室温泉旅館組合、板室商

飲組合等の代表者や有識者を交えた協議結果をも

とに策定したものでございます。今後の計画実施

におきましても、地元の皆さんや関係団体等との

連携を図りながら進めていきたいと考えておりま

す。 

  次に、②の板室地区観光振興事業計画の進捗状

況ですが、板室地区の整備計画では、那珂川河畔

活用事業、ホタルの園地づくり事業、花木に囲ま

れた温泉街づくり事業を計画しておりますが、平

成20年度で、蛍繁殖のための井戸掘削工事と水中

ポンプの取りつけを実施いたしました。 

  このほかの事業につきましては、平成23年度ま

でに順次実施していく予定であります。 

  次に、③の木の俣園地整備計画の内容について

ですが、この事業は、木の俣川両岸の遊歩道を回

遊させるためのつり橋、広葉樹林の自然観察路、

駐車場等の整備を計画しており、平成20年度で杉

を伐採し、広葉樹の植栽を実施しております。 

  他の事業につきましては、平成24年度までに順

次実施していく予定であります。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） ただいま詳細なご答弁を

いただきまして、誠にありがとうございます。 

  第①番目の観光協会との協議等については、観

光協会、板室温泉旅館組合、商飲組合、それと有

識者でもって構成された中で策定を行ったという

ことについては理解をいたします。これらの中で、

有識者等についてはどなたが入られたのかお伺い

をいたします。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） この板室地区観光

振興事業計画策定に当たりましては、先ほど申し

上げました団体のほかに、那珂川の自然と渓流魚

を守る会の代表者、さらに自治会長などにも入っ

ていただきまして、協議をしたところでございま

す。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 
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○１５番（人見菊一君） 説明で理解をしたところ

でございます。これら①番については了解をいた

します。 

  ②番の板室観光振興事業計画、これらの進捗状

況等については、今、部長のほうから説明をされ、

内容的にどうなのかというのが若干わからない点

がございます。那珂川の河畔活用事業あるいはホ

タルの園地関係の事業、花木に囲まれた温泉街づ

くりと、これら等について内容をちょっと説明を

お願いします。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） お答えいたします。 

  先ほどの答弁の中で、23年度までに順次実施し

ていくということでございますが、既に20年度で

蛍繁殖のための井戸掘削工事や水中ポンプの取り

つけにつきましては、グリーングリーンわきのと

ころに設置をしたところでございます。 

  今後の整備の予定でございますが、板室地区に

つきましては21年度、今年度におきまして蛍の養

殖事業を行います。さらに、上の原園地の花木植

栽、ヤシオツツジなど花木を想定しておりますが、

こういった植栽を予定しております。 

  さらに、22年度におきましては、上の原園地の

花木植栽につきましては継続的に実施していくと

いうことと、さらに23年度におきましても、やは

り同じような花木の植栽、こういったものを計画

しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 答弁の中で、ホタルの園

地関係等については、グリーングリーンの南側に

ある園地を整備をするということだと理解をする

わけなんですが、内容的に蛍の生息ができる園地

整備ということかと思うんですが、これらの実際

の事業の内容、今年度はどういうものをやられて

いくのか、この点について。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 実際には、平成21

年度事業としまして蛍の養殖関係につきましては、

蛍の養殖整備用砂利を入れたり、蛍、カワニナの

購入などを実施する予定で考えております。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） これら等については了解

をいたしました。 

  あと、花木に囲まれた温泉街づくりという関係

については、先ほど部長のほうから説明があった

ヤシオツツジの植栽という、実際に実施をされる

予定だというふうには理解はするわけなんですが、

これらの予算等と、どのぐらいの本数が植栽、本

年度されるのか、この点についてお伺いします。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） お答えいたします。 

  ヤシオツツジの関係でございますが、植栽に当

たりましては21年度から23年度まで予定しており

ますけれども、大体本数で260本程度、事業費で

220万程度を予定してございます。 

  追加してお答えいたします。それぞれの年度に

おきまして260本、220万、３年間続けるという形

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 説明で理解をいたしまし

た。今年度から23年度まで、そうした植栽を、上

の原園地に毎年260本程度ずつ植栽を進めると。 

  そうすると、この上の原園地の整備に入るわけ

でございますけれども、若干、進入路関係がどう

なのかなという心配がされるわけでございますけ

れども、これら等についてはどうお考えなのか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） ただいま申し上げ
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ましたのは、あくまでも事業を計画している内容

でございまして、実際に上の原園地には、既にヤ

シオツツジ入っている部分もございます。そうい

った中で広葉樹がありますし、その中でこれだけ

の本数という形になりますと、また具体的にどう

かという部分はありますので、ヤシオツツジを想

定はしておりますけれども、ほかの花木、レンゲ

ツツジとか、ある意味あとヤシオツツジは一時期

になりますので、園地で長く花が楽しめるような

ものも想定していかなければならないのかなと思

いますし、ただ何しろ場所が国立公園内というこ

ともありますので、そういった制約も踏まえなが

ら花木の植栽については当たっていきたいと考え

ております。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 理解をいたしました。 

  板室温泉の観光振興ということについては、常

に私自身、地元という関係でもって気にしながら

今日まで来たわけでございますけれども、なかな

か全体の整備がなされてこなかったということが

残念だったな、私の努力も足りなかったのかとい

うふうに反省をしているところでございますけれ

ども、今後こうした事業が始まった以上、23年度

までということでございますが、地元の旅館組合、

さらには商飲組合、そして若い青年層の方の協力

を得ながら、行政としてしっかりと指導して発展

性につながる方向を導いていただきたいなという

ことをお願いをいたしまして、と言いながら、若

干、道路関係等について。 

  下水道工事、平成６、７年のころかな、整備が

されたときに、実質、道路の掘削をしてその後舗

装はしたわけでございますけれども、その後、市

道414号ですか、これが余りいい状況にないと。

観光地でもあるということを考えれば、早急に整

備をしていくのが必要ではないのかなというふう

に考えますが、そこら辺のことについて建設部長

の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） ご質問につきましては

板室温泉街の道路ということですけれども、あそ

この温泉街につきましては、県道から奥まで水道

等の工事がありまして、大分道路が傷んでいると

いうことで、今年度、一応、舗装打換というふう

な予定をしております。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 本年度、道路整備を実施

をしていただけるということは、非常にうれしい

限りでございます。地元としては、強いて言えば、

カラー舗装をという願いが地元としてはあったわ

けでございますけれども、普通の舗装から比べる

と比較的高い状態にあるということでもって、な

かなか現在の財政厳しい折でございますので、従

来の形の舗装という形になるのかなというふうに

思うわけでございますが、早急に整備をされるよ

うにお願いをいたします。 

  ②番のことについては理解をいたします。ぜひ

とも、整備が円滑に進むように心からお願いを申

し上げます。 

  次に、③番の木の俣園地整備計画の内容等につ

いては産業部長のほうから説明がありまして、木

の俣川の両岸の遊歩道の整備をすると。これら等

については、延長どのくらいあるのか。 

  さらには、広葉樹林の自然観察路と。これは遊

歩道を利用するという意味かなというふうに理解

をするわけなんですが、この辺についてお伺いを

いたします。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） ただいまの質問に

お答えいたします。 

  木の俣川両岸の整備につきましては、既に平成
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10年度から自然公園等施設整備事業ということで

取り組んでおりまして、平成11年から15年まで取

り組んでおりまして、両岸ですが、延長で1,867

ｍほど既に整備をされております。 

  そういった中で今後取り組む形になりますが、

この事業につきましては、国の山村振興事業を取

り入れて実施していくという形になっております。

そういった中で年度別に申し上げますと、今年度

は広葉樹林、先ほど話が出ましたけれども、市有

地でありました昔学校林であったところの針葉樹

を切りまして、広葉樹を植栽した形になっており

ますが、そこの部分の下刈り作業なども実施して

いくということで、遊歩道の整備関係につきまし

ては、今年度におきましては測量設計の業務委託、

先ほど申し上げました遊歩道の一部補修が必要な

部分がございますので、その辺の補修を実施して

いくということでございます。 

  さらに、22年度におきましては、橋梁整備、つ

り橋の関係ですが、設計測量、地質調査、こうい

った関係の作業を予定しております。広葉樹林植

えてありますけれども、その下刈り作業もあわせ

て実施していくということです。 

  23年になりまして、橋梁の整備事業ということ

で、実際につり橋の関係を整備し、最後に24年度

には木の俣川の園地整備ということで、駐車場、

遊歩道も含めた広場の整備を図っていくという考

えでございます。 

  ただ、この事業につきましては、県とのこれか

らの調整がございますので、実施年度は先ほど申

し上げました年度でスムーズに行くということで

はないかもしれませんが、一応こういった予定で

進めていくということでご理解いただければと思

います。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 木の俣川両岸の遊歩道関

係等については、ぜひとも早急にということをお

願いをすると同時に、20年度で杉の伐採をして広

葉樹の植栽したということでございますけれども、

学校林の杉を伐採して非常に広々とした状態にな

って、そこに広葉樹が植えられているわけでござ

いますけれども、それらの面積等については、ど

の程度伐採をして、残っているものがどのくらい

あるのか、この点についてお伺いをいたします。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 広葉樹を植えると

いう形のものは、計画をつくる段階で地元の方か

ら広葉樹を植えたほうがいいだろうというような

意見のもとにそういった形になったわけでござい

まして、実はその市有地は、私の記憶ですと、正

しいかどうかわかりませんけれども、2.4ha程度

あったかと思います。実際に学校林だった杉を切

った面積等については、今現在、資料を持ち合わ

せておりませんので、正確には申し上げられませ

ん。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 杉の伐採関係等について

は理解をするところでございますけれども、実際

に植林された中を見る限り、もうちょっと丁寧に

手入れができていればよかったのかなという印象

を、実際現地を見た中で思ったわけでございます

けれども、現在のままで事業は進めると。広葉樹

が植えられたところを新たに整備をするという考

えはあるのかないのか、この点について。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 現在の計画の中で

は、広葉樹林を植栽しまして、確かに今まだ植栽

したばかりで木も小さいということもありまして、

表現はあれですけれども、木を切った状態という

ような形に見えますけれども、徐々に木も大きく

なってくると思います。 
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  そういった中では、現在の事業計画を進めてい

くということで、特に新たな考えは持っておりま

せん。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） はい、わかりました。 

  それと、駐車場の整備ということが事業の中に

入っているわけでございますけれども、これらの

駐車場はどこに設置をされる予定なのか。駐車の

要するにスペースは大きいのかどうなのかちょっ

と見当がつかないんですが、この点についてお伺

いをします。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 駐車場の整備場所

につきましては、県道から県道に隣接する部分、

木の俣川に入る、今、民間の釣り堀がありますけ

れども、その川寄りの部分に駐車場を設置する予

定でございます。 

  そこから歩いていくような形をとりたいという

ことで、まだこの計画につきましても、これから

国の補助事業を受ける関係もございますので、詳

細についてはこれからの段階で変わる場合もござ

いますけれども、一応、駐車場を予定している場

所は、県道側のほうに設置をする予定というふう

に考えております。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） わかりました。 

  実質、今現在、食堂があるところにということ

だと。今後進めていく中でそうする方向に進むの

かなというふうに感じたわけでございますけれど

も、実質、遊歩道を入っていく南に進んだ中で、

左側に木の俣川に沿った非常に広いスペースがあ

るわけなんですが、そこを利用する考えがあるの

かないのか、この点について。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） ただいま議員おっ

しゃった場所につきましては、遊歩道としてあそ

こは利用していきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） はい、わかりました。確

かに今部長が言われるように、木の俣川の橋から

中に車が入る段階では、自然というのが阻害され

るおそれがあろうというふうに私も感じます。 

  そういう中で、あそこを遊歩道として整備をし

たよということで、このことについては非常にい

い方向に進んでもらいたいなという感じをいたし

ております。 

  さらには、この遊歩道を利用して入った中で、

昭和天皇ですか、こよなく愛したオオバヤナギが

あると。そこの場所に行くのには、つり橋が必要

だと。これら等については、山振事業を投入して

実施をしていくという話でございましたけれども、

この設置する場所等については、今現在杉の、要

するに広葉樹植林された場所からどのくらい入っ

たところに設置する予定なのか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） どの場所につり橋

を設置するかという形になりますけれども、これ

から補助事業の関係もございますので、場所等に

つきましても、下流側に行きますと巨岩がいっぱ

いあるところがあるんですけれども、そのちょっ

と上あたりが適地なのか、ちょっとというのはち

ょっとあれですが、その付近に設置するのがいい

のかなということでは内部では検討しております

けれども、この事業につきましてはあくまでも補

助事業を受けながらやる形でございますので、場

所についてもこれから決定していくということで

ございます。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） はい、わかりました。 
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  木の俣園地整備等については了解をいたしたい

と思います。ぜひ、森林浴のできるすばらしい遊

歩道を設置していただくことを心からお願いを申

し上げます。 

  次に、２番の水道料金の統一について。 

  平成19年度水道基本計画が策定され、その計画

に沿って事業が推移されていると思うが、現状を

お伺いをいたします。 

  ①漏水対策としての老朽配水管整備状況等につ

いて伺います。 

  ②番の事業を実施するのには財源が必要となる

が、現行の料金で賄えているのかについてお伺い

をいたします。 

  ③番の水道料金の統一はいつになるのか伺うと

同時に、そのための審議会を設置する考えはある

のかについてお尋ねをいたします。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 人見菊一議員の市政一般質

問にお答えをいたします。 

  ２の水道料金の統一についてということで３点

ございますので、逐次お答えをいたします。 

  ①の漏水対策としての老朽配水管の整備状況に

ついてお答えをいたします。 

  老朽管更新事業につきましては、平成19年度に

策定した那須塩原市水道事業基本計画により整備

を進めております。平成18年度末の石綿セメント

管残延長は240.4㎞でありますが、平成19年、20

年の更新工事によりまして、平成20年度末の残延

長は192.2㎞、進捗率では20％となります。 

  また、老朽鋳鉄管につきましては、平成18年度

末で7.4㎞ありましたが、平成20年度の更新工事

によりまして残延長が6.6㎞と、進捗率は11％で

あります。 

  次に、②の事業を実施するにはにつきましては、

財源が必要になるが現行の料金で賄っていけるの

かというご質問でございますけれども、現在は現

行の水道料金で事業は賄っておりますが、安心・

安全な水を安定的に供給するため、水道事業基本

計画に基づいて事業を進めていくには、料金改定

は必要と考えております。 

  次に、③の水道料金の統一はいつになるのかと

のご質問、さらには審議会等の設置を考えている

かについてお答えをいたします。 

  市水道事業は、本年度より旧水道事業を一つに

統合し、新たな水道事業として経営を開始してお

り、水道使用者間の負担の公平化の観点からも、

料金の統一は速やかに行う必要があると考えてお

ります。 

  料金の統一に当たりましては、平成19年度に設

置をいたしました水道事業審議会から「全事業統

合に基づく水道料金のあり方」として既に答申を

いただいておりますので、今回改めて審議会の設

置は考えておりませんが、さきの答申を尊重しな

がら、本年度の中で料金改定計画の策定を進めて

まいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 漏水対策等については、

市長のほうから説明がございまして、理解をする

ところでございます。 

  19年度から始まって、石綿セメント管が延長

240.4㎞と、その中で20％は更新工事をしたと。

さらには、老朽管の鋳鉄管、これらについては

11％整備されていると。年々、約10％程度ずつ更

新工事が進んでいるということについては、理解

をいたします。 

  基本的に、基本計画に基づいてこうした更新工

事が進められているわけでございますけれども、

現在までに整備された中で有収率の改善というの
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がおのずから出てくると思います。これら等につ

いてどの程度まで改善されてきているのかお尋ね

をいたします。 

○議長（平山 英君） 上下水道部長。 

○上下水道部長（江連 彰君） それでは、有収率

の改善ということでございますので、それらにつ

いてお答えをいたします。 

  有収率につきましては、平成19年度72.37％で

ございましたけれども、更新事業を進めていく中

で現在は80.43％まで改善されているというよう

なことで、８ポイントほど改善が見られている状

況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 上下水道部長のほうから

説明をいただきまして、８％程度改善をされてい

るということ、これら等については、更新工事を

やった成果が確実にあらわれているというふうに

理解をするところでございます。 

  今後、こうした更新工事をやっていく中で必然

的に財源が必要になってくると、これら等につい

ては料金の見直しも検討するということでござい

ますが、いつごろまでにできるのかなという、こ

の点については、②番、③番あわせて質問いたし

ますので、財源確保のための料金の改定はいつご

ろまでに検討されるのか、決定されるのか、この

点について。ちょっと無理かなという感じはする

んですが、お知らせ願いたいと思います。 

○議長（平山 英君） 上下水道部長。 

○上下水道部長（江連 彰君） いつごろまでとの

ご質問でございますけれども、改定の計画につい

ては、先ほど市長のほうから答弁がありましたと

おり、改定計画については今年度の中で完了とい

いますか、策定をしていきたいということでござ

います。 

  それから、料金については、やはり先ほど市長

のほうから申し上げましたとおり、速やかにとい

うふうなことで考えております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） この点については市長答

弁で十分理解をしておったところでございますけ

れども、水道事業の一本化という中、さらには統

一料金を設定をしていくということについては、

同時進行が必要ではなかったのかなというふうに

感じるわけなんですが、現在の段階では今年度中

にということでございますが、やはり事業推進を

する中では基本的に基本計画に基づいて実施をし

ていくというのが行政のあり方ではないのかなと

いうふうに感じるわけでございます。この点、部

長の考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（平山 英君） 上下水道部長。 

○上下水道部長（江連 彰君） 水道事業基本計画

に基づいて事業を進めていくのかということだと

思いますけれども、現在は、水道事業基本計画に

基づいて更新事業等について進めております。 

  しかしながら、今後は、やはり経営環境の変化

に対応しながら、健全な水道事業を経営するため

の現在までの計画を実施した評価、あるいは今後、

見直し等も必要にはなるのかなというふうには考

えております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 非常に苦しい答弁かなと

いうふうに理解をするわけでございますけれども、

老朽管の給配水管関係の整備等については、非常

に多額な費用もかかるという関係でもって大変な

事業だというふうに理解をいたします。いろいろ

まだまだ聞きたいこともございますけれども、こ

の点については理解をして、基本計画に基づいて
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今後ともこの事業については進めていただきたい

ということを強く要望をいたしまして、この点に

ついては終わります。 

  次に、防災対策について。 

  本年度実施予定の防災対策事業について、①番

の県と市で合同で実施する総合防災訓練の計画状

況をお伺いをいたします。 

  さらに、②番の河川（那珂川・蛇尾川）のハザ

ードマップ策定事業についての掲載内容、配布計

画等についてお尋ねをいたします。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 防災対策に関しますご

質問のうち、①の県と市で実施をいたします総合

防災訓練の計画状況についてお答えいたします。 

  本年８月30日に栃木県と那須塩原市の共催で実

施をいたします総合防災訓練につきましては、那

珂川河畔運動公園を会場にいたしまして、直下型

地震を想定した応急復旧訓練を中心といたしまし

た訓練を行うということでございます。 

  この総合防災訓練の推進組織といたしましては、

参加団体のすべてを網羅します全体会議を設置を

いたしまして、各団体の具体的な訓練内容の調整

ということを行うこととしております。既に２回

の全体会議を開催をいたしておりまして、今後、

訓練実施までにはあと２回ということで、全体で

４回開催するということでございます。 

  また、本市の推進組織といたしまして、市内の

訓練参加団体によります那須塩原市総合防災訓練

実行委員会、これを設置いたしまして、連絡調整

の徹底を図るということとしております。 

  さらに、庁内の部長等庁議メンバーによります

連絡会議を開催をいたしまして、訓練の円滑な実

施に向けた調整を行うというようなところでござ

います。 

  防災訓練に関しまして詳細がまとまり次第、議

員の皆様方にもお知らせをしたいというふうに考

えておりまして、その際ご案内をいたしますので、

ぜひとも訓練に参加いただきますようお願いを申

し上げたいと思います。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） ３番の防災対策につい

ての②河川のハザードマップ策定についてお答え

します。 

  ハザードマップ策定事業につきましては、万が

一の洪水に対して被害をできるだけ少なくするた

め、事前に地域住民に河川のはんらん等に関する

情報を提供するものであります。 

  このため、マップには、浸水想定区域はもちろ

ん、その区域における洪水予報等の伝達方法、避

難場所や避難経路における危険箇所などのほか、

過去の洪水情報なども掲載することにしておりま

す。 

  情報の提供方法としましては、浸水想定区域の

ある地域の各世帯、自治公民館及び公共施設等に

マップを配布すること、それとホームページへの

掲載等を考えております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 防災対策関係等について

総務部長、建設部長のほうから説明されて、ほぼ

理解をいたします。 

  現在までに既に２回の全体会議を実施をしたと

いうこと、さらには今後もそうした会議を設けて

いきたいと。安全を期す全体会議だというふうに

理解をするところでございますけれども、参加団

体等については、那須塩原市全体の中でどの程度

あるのか。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 
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  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 全体の参加団体につき

ましては、現在80団体ということで予定をしてお

ります。このうち、市内の団体につきましては28

団体ということでございまして、この28団体で実

行委員会を組織しているというところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 参加団体が80団体、地元

那須塩原市としては28であると。 

  こうした中で毎年、消防団の中で水防訓練等が

実施をされ、さらには県と合同で総合防災訓練を

実施したのは、今から十四、五年前だったと思い

ます。 

  そういう中で、一般市民の参加者がそうした行

動を起こしている中で、理解ができそうでできな

かったと。もう少し詳細な説明が必要じゃないの

かなという市民の声がございました。これら等に

ついての対策というものについては、どのような

対応を今後していく予定なのか。 

○議長（平山 英君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） ただいまのご質問でご

ざいますけれども、昨年８月に実施をいたしまし

た市独自の総合防災訓練がありました。昨年９月

の定例議会の一般質問に、この防災訓練をやった

評価と、それから反省点というようなことで市長

のほうから答弁をしております。 

  その内容は、「訓練をごらんになっていただい

て、市民の皆さんに訓練内容をより一層理解して

いただくための詳細な説明が不足をしていたので

はないかという反省点もございます」というよう

な答弁をいたしております。 

  ただいま議員がおっしゃられました提言等々を

全体会議、実行委員会等々で取り上げまして、少

しでもいい訓練にしたいというふうに考えており

ます。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） はい、わかりました。 

  これらの改善点、ぜひともなし遂げていただき

たい。 

  そういう中で、今回の総合防災訓練等の費用等

については、1,000万という予算が組み込まれて

いるわけでございますけれども、市の負担はどの

程度あるのか。 

○議長（平山 英君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） ただいまの1,000万の

予算につきましては市の予算ということで考えて

おりまして、内容的には、そのうち400万程度が

設営、会場整備ですね。それから、また会場の設

営、テント等々がまた400万かかるというような

ところでございます。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 総合防災訓練関係等につ

いては理解をいたします。ぜひ、市民に理解ので

きるような対応をとっていただくことを切に要望

をいたしておきます。 

  あと、ハザードマップ関係等については、説明

がございまして、理解をいたします。しかしなが

ら、この区域あるいは世帯数、そのハザードマッ

プを配布する地域、部数等についてはどの程度な

のかお尋ねをいたします。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） ハザードマップの配布

区域等でございますけれども、浸水想定区域につ

きましては、高速道路那珂川橋下流から箒川合流

部ということで、那珂川につきましては、それら

の間にある地区ということで13地区、約1,500世

帯ありますので1,500部になるかと思います。 
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  蛇尾川につきましては、遅沢橋下流から箒川合

流部ということで、市に関係します地区につきま

しては８地区、700世帯というふうに考えており

ます。 

○議長（平山 英君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 明快なご答弁をいただき

まして、誠にありがとうございました。 

  私の通告したことについては以上でございます。 

  質問が終わったわけでございますけれども、栗

川市長にとりまして今期こそはと、栗川市長自身

カラーを出そうと、市政に闘志を燃やしているこ

とと私は感じております。 

  １期４年は、１市２町の継続事業の推進、これ

ら等について真剣に取り組まれ、ほぼ完了をした

と。現下の経済情勢が大変厳しい中であっても、

財源の配分の重点化、行政運営の効率化を強く推

進するとともに、自主財源の確保に向け、健全財

政を維持しながら、市民の目線に立ってきちっと

那須塩原市発展のために頑張っていただけるもの

と私は信じております。心からお慕いを申し上げ

まして、私の一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 先ほどのご質問の

中で、木の俣園地整備の中で広葉樹を植栽するた

めに杉を伐採した面積ということでございますが、

杉を伐採した面積は2.03haで、この中に1.6haに

モミジとかケヤキなどを植栽したところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 以上で、15番、人見菊一君

の市政一般質問は終了いたしました。 

  以上で質問通告者の質問は全部終了いたしまし

た。 

  市政一般質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（平山 英君） 異議なしと認めます。 

  市政一般質問を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案の各常任委員会付託につい

て 

○議長（平山 英君） 次に、日程第２、議案の各

常任委員会付託についてを議題といたします。 

  ただいま上程中の各議案については、審査のた

め各常任委員会に付託いたします。 

  議案第48号及び議案第50号並びに議案第55号の

３件については、お手元に配付の議案付託表のと

おり、所管の常任委員会に付託いたしたいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（平山 英君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案付託表のとおり、各常任委員会に

付託いたします。 

  関係常任委員会は、委員会日程に基づき審査を

行い、本会議最終日、委員長は登壇の上、審査結

果の報告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎請願・陳情等の関係常任委員会

付託について 

○議長（平山 英君） 次に、日程第３、請願・陳

情等の関係常任委員会付託についてを議題といた

します。 

  新たに提出された請願１件については、既に配

付いたしました請願・陳情等文書表のとおり、関

係常任委員会に付託いたしたいと思いますが、異
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議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（平山 英君） 異議なしと認めます。 

  よって、請願・陳情等文書表のとおり、関係常

任委員会に付託いたします。 

  関係常任委員会は、委員会日程に基づき審査を

行い、本会議最終日、委員長は登壇の上、審査結

果の報告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（平山 英君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 零時１０分 




